
議第１号 

 

 

 

岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

  岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

    令和５年３月１７日提出 

 

 

                     岐阜県教育委員会 

                       教育長 堀  貴 雄 

 

 

 

 

（提案理由） 

  教育委員会事務局の組織再編に伴い、所要の規定整理を行うため。 



 

＜関連法令＞ 

 

○教育長に対する権限の委任等に関する規則 

 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員

会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に属する事務の委任及び

補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県教育委員会規則第十五号。以下

「委任等規則」という。）の規定により知事の補助機関である職員に委任し、

又は補助執行させる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任

する。 

 一から十まで  略 

 十一 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関

すること。 

 十二から二十まで  略 

２  略 

 

 



岐阜県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の概要 

 

 

１ 改正の前提となる事実 

   組織改正に伴い所要の改正を行うもの 

 

２ 施行日 

   令和５年４月１日 

 

３ 主な改正の内容 

 （１）学校支援課と教職員課を廃止し、義務教育課と高校教育課を新設 

 （２）教育総務課の ICT 教育推進室を廃止 

（３）特別支援教育課の環境整備係の分掌の一部を、教育財務課へ移管 

（４）建制順を教育総務課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、教

育研修課、体育健康課、学校安全課、教育管理課、教育財務課の順とす

る 

（５）附属機関に岐阜県教育職員免許状再授与審査会を追加 

 


































